
売債ローン「きずな」

売掛債権担保融資のしくみ

お客様 お取引先（売掛先）大阪厚生信用金庫

通知はいたしません

②商品販売

④代金請求

⑤代金回収

①融資お申込
ご契約

③ご融資

×

⑥ご返済

お客様のお取引
先(売掛先)には

ご連絡いたしま
せん。

お取引先へのご
請求・ご集金は
従来通り、貴社
にて行なって
いただきます。

大手企業に限ら
ず、中小企業と
のお取引でも
対象になります。

■商品概要

借入期間

資金使途 原則として運転資金

１年以内（１年ごとに契約の見直し）

借入限度額 ３億円以内（ただし当金庫所定の売掛債権の評価額の範囲内）

借入利率 当金庫所定の利率（審査のうえ個別に決定）

借入形態 手形貸付

返済方法 期日一括返済（ただし、追加融資分については約定返済も可）

連帯保証人 第三者、代表者ともに不要

融資対象者
・当金庫営業エリア内で事業を営まれている法人（個人事業主の方は不可）
・設立後３年以上経過していること
・常時１０社以上の売掛先（法人）とお取引があること

事務取扱手数料 売掛債権の登記手続きに関わる手数料

モニタリング 売掛先の前月入金実績、当月の入金予定明細

※融資返済が滞るなど、一定の状態になった場合には、売掛先へ通知し、売掛先から直接融資金の回収を行う。
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